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◆
三
鷹
市
地
区
計
画
の
区
域
内

に
お
け
る
建
築
物
の
緑
化
率
の

最
低
限
度
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

日
本
無
線
㈱
三
鷹
製
作
所
移

転
後
の
跡
地
に
つ
い
て
良
好
な

市
街
地
を
形
成
す
る
た
め
、
三

鷹
都
市
計
画
下
連
雀
五
丁
目
第

二
地
区
地
区
整
備
計
画
区
域
に

つ
い
て
建
築
物
の
用
途
の
制
限

等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
同
区

域
の
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低

限
度
を
10
分
の
１
・
５
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
消
防
団
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

消
防
団
員
の
任
用
要
件
で
あ

る
「
三
鷹
市
に
居
住
す
る
者
」

に
「
市
内
に
勤
務
し
、
又
は
在

学
す
る
者
。
た
だ
し
、
団
長
が

認
め
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
」
を
加
え
る
と
と
も
に
、
年

齢
要
件
の
上
限
を
「
満
50
歳
未

満
」
か
ら
「
満
55
歳
未
満
」
の

者
に
改
め
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
確
実
に

進
め
つ
つ
、一
層
加
速
化
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府

に
対
し
、次
の
事
項
に
つ
い
て
、

適
切
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
。
⑴
「
２
０

２
０
年
に
指
導
的
地
位
に
占
め

る
女
性
の
割
合
30
％
」
と
の
目

標
に
つ
い
て
、
民
間
に
先
駆
け

て
政
府
、
国
会
、
地
方
自
治
体

が
よ
り
早
急
に
率
先
し
て
取
り

組
み
、
毎
年
そ
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
。
⑵
女

性
が
幅
広
い
分
野
で
活
躍
で
き

る
よ
う
、
職
場
復
帰
等
の
支
援

や
、
起
業
支
援
、
在
宅
テ
レ
ワ

ー
ク
の
推
進
な
ど
、
女
性
が
働

き
や
す
い
環
境
整
備
の
た
め
の

支
援
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
。

⑶
家
庭
生
活
と
仕
事
を
両
立
で

き
る
よ
う
、
育
児
・
介
護
休
業

制
度
の
抜
本
的
見
直
し
や
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
、

放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
を

着
実
に
実
施
し
、
同
一
労
働
に

も
か
か
わ
ら
ず
男
女
間
に
生
じ

る
賃
金
格
差
の
実
質
的
な
解
消

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
早
急

に
講
じ
る
こ
と
。
⑷
働
く
女
性

が
妊
娠
・
出
産
を
理
由
に
し
た

不
利
益
な
対
応
や
嫌
が
ら
せ
を

受
け
る「
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト（
マ
タ
ハ
ラ
）」の
撲

滅
に
向
け
、企
業
な
ど
に
対
し
、

マ
タ
ハ
ラ
を
防
ぐ
行
動
計
画
の

策
定
を
義
務
づ
け
る
こ
と
。
⑸

子
ど
も
の
医
療
や
教
育
に
係
る

財
政
的
支
援
や
、
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
住
宅
支
援
な
ど
、
子

ど
も
・
子
育
て
環
境
の
充
実
に

向
け
て
予
算
・
税
制
を
抜
本
的

に
見
直
す
こ
と
。
⑹
「
女
性
の

健
康
の
包
括
的
支
援
法
」
の
制

定
、
女
性
特
有
の
疾
病
予
防
対

策
、
不
妊
治
療
・
不
育
症
に
対

す
る
助
成
の
拡
充
な
ど
幅
広
い

支
援
を
一
層
拡
充
す
る
こ
と
。

力
に
推
進
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑴
中
小
・
小
規
模
事
業
者
が
持

つ
技
術
・
ア
イ
デ
ア
を
製
品
化

し
、
販
路
開
拓
ま
で
一
貫
支
援

す
る
た
め
、
地
域
の
公
設
試
験

場
等
と
連
携
し
た
研
究
開
発
、

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
等
と

連
携
し
た
販
路
開
拓
な
ど
、
切

れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
。
⑵
中
小
企
業
需
要

創
生
法
に
よ
っ
て
、
地
域
産
業

資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
を

支
援
す
る
た
め
、
消
費
者
ニ
ー

ズ
に
沿
っ
た「
ふ
る
さ
と
名
物
」

の
開
発
・
販
路
開
拓
支
援
を
通

し
、
都
市
部
や
海
外
の
需
要
を

大
き
く
取
り
込
む
な
ど
、
地
域

発
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
構
築
に

向
け
た
積
極
的
な
支
援
を
展
開

す
る
こ
と
。
⑶
地
域
の
中
小
企

業
と
人
材
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ

る
地
域
人
材
バ
ン
ク
の
創
設
な

ど
人
手
不
足
の
抜
本
的
解
消
の

た
め
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

▪
「
女
性
が
輝
く
社
会
」
の
実

現
に
関
す
る
意
見
書

　

政
府
は
、
女
性
の
活
躍
を
成

長
戦
略
の
柱
の
一
つ
と
定
め
、

「
２
０
２
０
年
に
指
導
的
地
位

に
占
め
る
女
性
の
割
合
30
％
」

と
の
目
標
を
掲
げ
、「
女
性
活
躍

担
当
相
」を
新
設
し
た
。ま
た
、

臨
時
国
会
に
は
「
女
性
の
活
躍

推
進
法
案
」
を
提
出
し
、
そ
の

取
り
組
み
の
推
進
を
「
国
や
地

方
自
治
体
の
責
務
」
と
位
置
づ

け
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
図

る
環
境
整
備
な
ど
に
向
け
た
基

本
方
針
を
国
が
策
定
す
る
と
し

た
。
そ
の
上
で
、
国
や
地
方
自

治
体
に
加
え
従
業
員
が
300
人
を

超
え
る
企
業
・
団
体
に
対
し
、

数
値
目
標
を
盛
り
込
ん
だ
行
動

計
画
を
定
め
て
、
こ
れ
を
公
表

す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と

と
し
た
。
今
後
、
我
が
国
が
世

界
で
最
も「
女
性
が
輝
く
社
会
」

を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、

の
項
目
の
実
現
を
求
め
る
。
⑴

「
河
野
談
話
作
成
過
程
等
に
関

す
る
検
討
チ
ー
ム
」
が
取
り
ま

と
め
た「
慰
安
婦
問
題
を
巡
る

日
韓
間
の
や
り
と
り
の
経
緯
」

（
平
成
26
年
６
月
20
日
）
で
確

認
さ
れ
た
事
実
に
つ
き
、
日
本

国
及
び
日
本
人
の
名
誉
を
早
急

に
回
復
す
る
べ
く
、
国
際
社
会

に
向
け
て
多
言
語
で
積
極
的
な

発
信
を
行
う
こ
と
。
⑵
日
本
国

民
の
「
知
る
権
利
」
に
応
え
る

べ
く
、
正
し
い
歴
史
認
識
を
周

知
す
る
た
め
の
政
府
広
報
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
教
科
書
が

史
実
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
る

よ
う
対
応
す
る
こ
と
。

▪
地
域
の
中
小
企
業
振
興
策
を

求
め
る
意
見
書

　

こ
の
と
こ
ろ
の
過
度
な
円
安

に
よ
っ
て
、
多
く
を
輸
入
に
頼

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
源
、
食
料

品
な
ど
幅
広
い
分
野
で
価
格
が

押
し
上
げ
ら
れ
、
中
小
企
業
の

経
営
が
悪
化
す
る
な
ど
深
刻
な

影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
生

産
拠
点
の
海
外
移
転
な
ど
で
為

替
変
動
の
影
響
を
吸
収
で
き
る

大
企
業
と
違
い
、
中
小
企
業
の

多
く
の
経
営
現
場
は
国
内
が
中

心
で
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業

は
コ
ス
ト
増
を
販
売
価
格
に
転

嫁
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
か

ら
、利
益
を
削
ら
ざ
る
を
得
ず
、

企
業
努
力
の
範
疇
を
超
え
た
厳

し
い
事
業
環
境
に
陥
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

過
度
な
円
安
状
況
に
対
し
て

は
、
政
府
・
日
銀
が
協
調
し
て

為
替
の
安
定
に
努
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、政
府
・

与
党
が
目
指
す
地
方
創
生
を
進

め
る
た
め
に
は
、
地
域
経
済
と

雇
用
を
支
え
て
い
る
中
小
企
業

の
活
性
化
策
や
振
興
策
が
欠
か

せ
な
い
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会

は
、政
府
に
対
し
、地
域
の
中
小

企
業
を
守
る
次
の
振
興
策
を
強

◆
三
鷹
市
四
小
学
童
保
育
所
及

び
三
鷹
市
む
ら
さ
き
子
ど
も
ひ

ろ
ば
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

　

三
鷹
市
四
小
学
童
保
育
所
及

び
三
鷹
市
む
ら
さ
き
子
ど
も
ひ

ろ
ば
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、

㈱
日
本
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
指
定

す
る
も
の
で
す
。

行
う
も
の
で
す
。主
な
内
容
は
、

歳
出
予
算
に
お
い
て
、
上
連
雀

分
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
関
係
費

の
増
額
、
国
庫
支
出
金
等
超
過

収
入
額
返
還
金
の
増
額
、
商
店

街
活
性
化
推
進
事
業
費
の
計

上
、
通
学
路
防
犯
設
備
整
備
事

業
費
の
計
上
な
ど
を
行
う
も
の

で
す
。

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
い
じ
め
防
止
対
策
推

進
条
例

　

い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の

対
策
に
つ
い
て
基
本
理
念
を
定

め
、
市
等
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
い
じ
め
の
防

止
等
の
た
め
の
対
策
を
推
進
す

る
組
織
を
整
備
し
、
い
じ
め
防

止
対
策
推
進
法
の
趣
旨
を
踏
ま

え
た
対
策
を
総
合
的
か
つ
効
果

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
に

対
応
し
て
、
個
人
情
報
保
護
委

員
会
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
常
勤
の
特
別
職
職
員

の
給
与
及
び
旅
費
支
給
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

常
勤
の
特
別
職
職
員
及
び
市

議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
年
間

支
給
率
を
100
分
の
395
か
ら
100
分

の
420
に
引
き
上
げ
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

一
般
職
職
員
の
給
料
月
額
を

平
均
０
・
14
％
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
期
末
・
勤
勉
手
当
の

可
決
し
た
議
案

第
4
回
定
例
会

補
正
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
の
専

決
処
分
に
つ
い
て

　

衆
議
院
の
解
散
に
伴
う
第
47

回
衆
議
院
議
員
選
挙
及
び
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
を
執

行
す
る
た
め
の
予
算
措
置
を
行

う
必
要
が
生
じ
ま
し
た
が
、
特

に
緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を

招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
26
年
11

月
21
日
、
市
長
に
お
い
て
専
決

処
分
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
８
千
646
万
３
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
687
億
４

千
960
万
７
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
を

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
５
千
194
万
９
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
177
億
７

千
689
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
平
成
25
年
度
に
交
付
を
受

け
た
「
一
般
被
保
険
者
療
養
給

付
費
等
国
庫
負
担
金
」
な
ど
の

確
定
に
伴
い
、
超
過
交
付
額
の

返
還
を
行
う
も
の
で
す
。

そ
の
他

◆
東
京
都
市
公
平
委
員
会
を
共

同
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の

数
の
増
減
及
び
東
京
都
市
公
平

委
員
会
共
同
設
置
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

　

東
京
都
市
公
平
委
員
会
の
共

同
設
置
団
体
か
ら
昭
和
病
院
組

合
が
脱
退
し
、
新
た
に
武
蔵
野

市
が
加
入
す
る
こ
と
等
に
伴

い
、
共
同
設
置
す
る
地
方
公
共

団
体
の
数
の
増
減
及
び
規
約
の

変
更
を
行
う
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書
（
要
旨
）

▪
「
慰
安
婦
問
題
」
に
関
す
る

適
切
な
対
応
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
平
成
21
年
６
月

23
日
「
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
問

題
に
関
す
る
意
見
書
」
を
採
択

し
た
が
、
そ
の
重
大
な
根
拠
の

一
つ
と
な
る
「
吉
田
証
言
」
に

つ
い
て
朝
日
新
聞
は
平
成
26
年

８
月
５
日
に
虚
偽
で
あ
っ
た
と

判
断
し
、
関
連
記
事
を
取
り
消

し
、
平
成
26
年
９
月
11
日
に
正

式
に
謝
罪
し
た
。「
吉
田
証
言
」

の
虚
偽
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
日
本
軍
慰
安
婦
問
題
意

見
書
の
重
大
な
根
拠
が
崩
さ
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
慰
安

婦
問
題
を
め
ぐ
る
誤
報
を
発
端

と
し
て
、
か
つ
て
は
、
中
学
校

教
科
書
に
も
慰
安
婦
問
題
が
掲

載
さ
れ
、
先
人
の
名
誉
を
著
し

く
傷
つ
け
る
と
と
も
に
、
国
際

社
会
に
お
い
て
も
日
本
人
の
名

誉
と
尊
厳
が
著
し
く
傷
つ
け
ら

れ
、
日
韓
関
係
に
も
悪
影
響
を

及
ぼ
し
続
け
て
き
た
。よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、国
会
及
び
政
府

に
対
し
、不
当
に
お
と
し
め
ら

れ
た
先
人
の
名
誉
を
回
復
し
、

日
本
人
の
誇
り
を
守
る
た
め
、

及
び
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
寄

与
し
て
き
た
戦
後
日
本
の
努
力

や
人
権
を
重
ん
じ
る
姿
勢
を
国

内
外
に
発
信
す
る
た
め
に
も
次

解体工事に着手する三鷹市第二分庁舎

年
間
支
給
率
を
100
分
の
395
か
ら

100
分
の
420
に
引
き
上
げ
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

平
成
27
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
税
率
の
特
例
に
つ
い
て
、

本
則
税
率
100
分
の
０
・
３
を
平

成
26
年
度
分
に
引
き
続
き
100
分

の
０
・
225
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等

に
基
づ
く
事
業
の
運
営
及
び
設

備
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の

施
行
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
利
用
者
負
担
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
立
保
育
園
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
三
鷹
市
立
ち
ど
り
こ
ど
も
園

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

三
鷹
市
立
西
野
保
育
園
、
三

鷹
市
立
三
鷹
駅
前
保
育
園
及
び

三
鷹
市
立
ち
ど
り
こ
ど
も
園
の

３
園
に
つ
い
て
、
公
私
連
携
型

保
育
所
へ
の
移
行
に
伴
い
、
市

立
園
と
し
て
の
廃
止
を
行
う
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の

円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
条
例
中
の
引

用
法
律
名
を
変
更
す
る
等
の
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
地
区
計
画
の
区
域
内

に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例


